
山梨県中山間地域等直接支払交付金等交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、市町

村及び推進組織（多面的機能支払交付金実施要綱(平成２６年４月１日付け２５農振第２２

５４号農林水産事務次官依命通知)別紙４の第１により設置された組織をいう。以下同

じ。）が中山間地域等直接支払事業を行う場合、その経費に対し、予算の範囲内で交付金等

を交付するものとし、その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規

則第２５号。以下「規則」という。）に規定するもののほか､この要綱の定めるところによ

る。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「中山間地域等直接支払事業」とは、中山間地域等直接支払交付金実施

要領（平成１２年４月１日付け１２構改Ｂ第３８号農林水産事務次官依命通知。以下「交付

金実施要領」という。）に基づいて実施する中山間地域等直接支払交付金の交付並びに日本

型直接支払推進交付金交付等要綱（令和４年４月１日付け３農振第３０２１号農林水産事務

次官依命通知。以下「推進交付金交付等要綱」という。）、日本型直接支払推進交付金実施

要領（平成２８年１月２７日付け２７生産第２８５５号・２７農振第２２１９号農林水産省

生産局長・農村振興局長通知。以下「推進交付金実施要領」という。）に基づいて実施する

市町村推進事業及び推進組織推進事業をいう。 

  ２ 「交付金等」とは、交付金実施要領に基づいて交付する中山間地域等直接支払交付金及び

推進交付金交付等要綱、推進交付金実施要領に基づいて交付する中山間地域等直接支払推進

交付金をいう。 

 

（交付対象） 

第３条 交付金等は、市町村及び推進組織に対して別表に掲げる場合に交付する。 

 

（経費及び補助率） 

第４条 第１条に規定する経費及びこれに対する補助率等は、別表に掲げるとおりとする。 

 

（交付の申請） 

第５条 規則第４条に規定する交付金等交付申請書の提出期限は、毎年度農政部長が別に定める日

までとする。 

  ２ 市町村長及び推進組織の長は、前項の規定による申請書を提出するに当たって、当該交付

金に係る消費税仕入控除税額（交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額

のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控

除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消

費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があ

り、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただ



し、申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限り

でない。 

３ 交付決定前に推進事業に着手しようとする市町村及び推進組織の長は、その理由を明記し 

た交付決定前着手届を提出するものとする。 

 

（交付の条件） 

第６条 市町村長及び推進組織の長は、交付金等の交付決定を受けた後、次の各号の一に該当する

場合は、あらかじめ変更（中止・廃止）承認申請書を提出して知事の承認を受けなければな

らない。 

  （１）中山間地域等直接支払事業の経費の配分又は事業の内容について、別表に定める重要な

変更をしようとする場合 

  （２）事業を中止、又は廃止しようとする場合 

  （３）交付決定を受けた交付金等の額を変更しようとする場合（ただし、第１号に該当しない

事業計画の細部の変更であって、交付金等の額の増額を伴わない変更の場合を除く。） 

 

２ 市町村長は、別表の事業の欄に掲げる１及び２の経費の相互間の流用は、これを行っては

ならない。 

 

（状況報告） 

第７条 交付金等の交付決定の通知を受けた市町村長及び推進組織の長は、交付金等の交付決定の

あった日の属する年度の各四半期（第４・四半期を除く）の末日現在において、事業遂行状

況報告書を作成し、当該四半期の最終月の翌月１５日までに知事に提出しなければならな

い。 

 

（交付金等の交付） 

第８条  交付金等の支払は、規則第１３条の規定により、交付すべき交付金等の額を確定した後に

行うものとする。ただし、知事が必要と認める場合は概算払いをすることができる。 

 

  ２ 交付金等の概算払いを受けようとする市町村長及び推進組織の長は、交付金等概算払請求

書を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告書） 

第９条 市町村長及び推進組織の長は、当該事業が完了したときは、事業完了の日から起算して１

箇月を経過した日又は交付決定した年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い期日までに、

事業実績報告書を知事に提出しなければならない。 

  ２ 第５条２項のただし書の規定により交付の申請をした市町村長及び推進組織の長は、前項

の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかである

場合は、これを交付金額から減額して報告しなければならない。 

  ３ 第５条２項のただし書の規定により交付の申請をした市町村長及び推進組織の長は、第１

項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係

る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した場合にあ



っては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を消費税仕入控除税額報告書（第７号様

式）により速やかに知事に報告するとともに、知事による返還命令を受けてこれを返還しな

ければならない。 

 

（額の再確定） 

第 10条 市町村長及び推進組織の長は、規則第１３条による額の確定通知を受けた後において、

交付金に係る事業に関し、違約金、返還金、保険料その他の交付金に代わる収入があったこ

と等により交付金に係る事業に要した経費を減額すべき事情がある場合は、知事に対し当該

経費を減額して作成した実績報告書を第９条第１項に準じて提出するものとする。 

２ 知事は、前項に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、規則第１３条に準じて改めて額

の確定を行うものとする。 

３ 規則第１６条第２項の規程は、前項の場合に準用する。 

 

（書類の経由） 

第 11条 規則及びこの要綱により知事に提出する書類は、正副２部とし、所轄の農務事務所長を

経由しなければならない。 

 

（書類の保管） 

第 12条 交付金等に係る帳簿及び証拠書類は、当該事業が終了した日が属する年度の翌年度から

起算して５年間整備保管しておかなければならない。ただし、当該補助事業により取得し、又は

効用の増加した財産で農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和３１年農林省令第１８号）に規

定する処分制限期間が５年を超えるものについては、当該期間が経過するまで関係書類を保管し

なければならない。 

 

（書類の様式） 

第 13条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるとおりとする。 

１ 規則第４条の交付金等交付申請書 第１号様式 

２ 第５条の第２項の交付決定前着手届 第２号様式 

３ 第６条の変更（廃止・中止）承認申請書 第３号様式 

４ 第 ７ 条 の 事 業 遂 行 状 況 報 告 書 第４号様式 

５ 第８条の第２項の概算払請求書 第５号様式 

６ 規 則 第 １ ２ 条 の 実 績 報 告 書 第６号様式 

 

附則 

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 



附則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成１９年６月２２日から施行し、１９年度に交付する交付金から適用する。 

 

附則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成２７年４月９日から施行し、２７年度に交付する交付金から適用する。 

 

附則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行し、２８年度に交付する交付金から適用する。 

 

附則 

この要綱は、平成３１年４月１９日から施行し、３１年度に交付する交付金から適用する。 

 

附則 

この要綱は、令和２年６月５日から施行し、令和２年度に交付する交付金から適用する。 

 

附則 

この要綱は、令和３年５月２１日から施行し、令和３年度に交付する交付金から適用する。 

 

附則 

この要綱は、令和４年４月１５日から施行し、令和４年度に交付する交付金から適用する。 

 



  別 表（第３条、第４条及び第６条関係） 

交 付 等 の 対 象 補 助 率 

 

重 要 な 変 更 

事  業 経費の内容 経費の配分の変更 事業内容の変更 

 

１ 中山間地

 域等直接支

 払交付金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市町村が交付金

実施要領第６によ

り集落協定及び個

別協定に基づいて

交付金を交付する

のに要する経費。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市町村が交付

金実施要領第４

の１の (1)(2)

(3)(9)で指定さ

れた地域(以下

｢法指定地域」

という｡)に対し

て当該交付金を

交付するのに要

する経費の４分

の３以内 

 

２ 市町村が交付

 金実施要領第４

 の１の(10)に基

 づき知事が指定

 する地域（以下

 ｢知事特認地域｣

 という｡)に対し

 て当該交付金を

 交付するのに要

 する経費の３分

 の２以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本要綱第１２条の

１(第１号様式)の様

式Ａの２の(１)のア

の交付対象面積の区

分欄①～②の地目別

面積の 20％を超える

増減 

 

交付金の３０％を

超える変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 中山間地

 域等直接支

 払推進交付

 金 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 推進交付金交

付等要綱別紙２の

第２の規定に基づ

いて市町村が行う

事業に要する経費 

 

(2) 推進交付金交

付等要綱別紙２の

第３の規定に基づ

いて推進組織が行

う事業に要する経

費 

 

定   額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 交付金の３０％を

超える減 

 

 

 

 

 

 

   

 



第１号様式 

番   号 

年 月 日 

 

 山梨県知事       殿 

 

                                           市町村長又は推進組織の長  氏   名  印 

                                

 

令和  年度中山間地域等直接支払交付金等（中山間地域等直接支払交付金、 

中山間地域等直接支払推進交付金）交付申請書               

 

  令和  年度において次のとおり事業を実施したいので、山梨県中山間地域等直接支払交付金等

交付要綱第５条の規定に基づき、次のとおり交付を申請します。 

 

 

１ 交付申請額  金           円 

 

 内 訳 

 （１）中山間地域等直接支払交付金     金           円 

 

 （２）中山間地域等直接支払推進交付金      金           円 

 

２ 中山間地域等直接支払交付金（様式Ａ） 

 

３ 中山間地域等直接支払推進交付金（様式Ｂ）    



（様式Ａ） 

中山間地域等直接支払交付金 

１ 事業の目的 

２ 事業計画（変更事業計画、事業実績） 

 （注）変更事業計画の場合は、変更前を上段に括弧書し、変更後計画を下段に記載すること。 

（１）事業の内容 

 ア 交付対象面積及び交付額予定（実績）                          （単位：㎡、円） 

 

区      分 

 面 積  交付額 

 内棚田

地域振

興活動

加算 

内超急

傾斜農

地保全

管理加

算 

内集落

協定広

域化加

算 

内集落

機能強

化加算 

内生産

性向上

加算 

 内棚田

地域振

興活動

加算 

内超急

傾斜農

地保全

管理加

算 

内集落

協定広

域化加

算 

内集落

機能強

化加算 

内生産

性向上

加算 

 田  ①（Ａ＋Ｂ）             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通 

 

常 

 

急傾斜             

小区画・不整形 

 

 

            

緩傾斜             

高齢化・耕作放棄率             

小 計（Ａ）             

 

特 

 

認 

 

急傾斜             

小区画・不整形             

緩傾斜             

高齢化・耕作放棄率             

小 計（Ｂ）             

 畑  ②（Ｃ＋Ｄ）             

 

 

 

 

 

 

 

 

通 

 

常 

急傾斜             

緩傾斜             

高齢化・耕作放棄率             

小 計（Ｃ）             

特 

 

認 

急傾斜             

緩傾斜             

高齢化・耕作放棄率             

小 計（Ｄ）             

合

計 

 通常計(Ａ＋Ｃ)             

 特認計(Ｂ＋Ｄ)             

合 計（①＋②）             

     

 



イ 集落協定及び個別協定の締結予定（実績）                （単位：件、戸、㎡、円） 

区   分 協定締結数 協定参加者数 交付農用地面積 交付額 

集 落 協 定     

個 別 協 定     

計     

 
 

（２）経費の配分 

区    分 総  額 
負   担   区   分 

国 県 市町村 

 

１ 通 常 基 準 

 

２ 特 認 基 準 

 

            円 

 

 

           円 

 

 

           円 

 

 

           円 

 

 

計     

   （注）通常基準とは、交付金実施要領第４の１の(1)(2)(3)(9)で指定された地域をいい、 

特認基準とは、交付金実施要領第４の１の(10)に基づき知事が指定する知事特認地域

をいう。 
 
 
（３）事業完了（予定）年月日 
 
    令和  年  月  日 
 
 
（４）収支予算（変更収支予算、精算） 
  （注）変更収支予算の場合は、変更前を上段に括弧書し、変更後金額を下段に記載すること。 
 
  ア 収入の部 

区     分 
本年度予算額 

(本年度精算額) 

前年度予算額 

(本年度予算額) 

比較増減額 
備  考 

増 減 

 

 

 国 交 付 金  

 

 県 交 付 金  

 

 市 町 村 費  

 

          円 

 

 

 

 

 

 

           円 

 

 

 

 

 

 

     円 

 

 

 

 

 

 

     円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  計      

 

 

 

 

 



   イ 支出の部 
 

区     分 
本年度予算額 

(本年度精算額) 

前年度予算額 

(本年度予算額) 

比較増減額 
備  考 

増 減 

 

 

   通 常 基 準  

           

   特 認 基 準  

 

          円 

 

 

 

 

           円 

 

 

 

 

     円 

 

 

 

 

    円 

 

 

 

 

 

 

 

合  計      

 （注）通常基準とは、交付金実施要領第４の１の(1)(2)(3)(9)で指定された法指定地域をいい、

特認基準とは、交付金実施要領第４の１の(10)に基づき知事が指定する知事特認地域をい

う。 

 

  ウ 集落協定における直接支払交付金の使用実績（精算時記載） 

集落名 交付金総額 
共 同 取 組 活 動 分  農 業 者 等 分 

金     額 割   合 金     額 割   合 

 

 

 

 

 

 

    

 
         円 

 

 

 

 

 

 
        円 

 

 

 

 

 

 
       ％ 

 

 

 

 

 

 
        円 

 

 

 

 

 

 
       ％ 

 

 

 

 

 

計      

 

３ 添付資料 

  通常単価、通常単価の８割、加算措置適用別に交付対象面積及び交付金額の分かる資料を添付

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式Ｂ－１） 

中山間地域等直接支払推進交付金 

（市町村推進事業費） 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業計画（変更事業計画、事業実績） 

 （注）変更事業計画の場合は、変更前を上段に括弧書し、変更後計画を下段に記載すること。 

 

（１）促進計画の策定（実績） 

策定時期 備考 

月  

 

（２）推進・指導等 

① 説明会等の開催計画（実績） 

開催時期 説明内容 備考 

月   

 

② 推進・指導等の計画（実績） 

実施時期 内容 備考 

月   

 

 

③ 審査・通知等の計画（実績） 

実施時期 内容・件数等 備考 

月   

 

④ 推進に関する手引き等の作成計画（実績） 

資料の内容 配布先 作成部数 備考 

  部  

 

（３）実施状況の確認事務（実績） 

確認時期 体制・件数等 備考 

月   

 

 



（４）基準検討会の実施 

① 構成員 

名称 

（設立年月日） 

構成員 
備考 

氏名 所属・職名 

    

 

② 基準検討会の開催計画（実績） 

開催時期 検討内容 備考 

月   

 

（５）その他推進事業の実施に必要な事項 

① 集落協定の広域化計画（実績） 

広域化前協定数 広域化後協定数 備考 

協定 協定  

 

② その他推進事業の実施に必要な事項 

実施時期 内容・事業量等 備考 

月   

 

（６）経費の配分 

推進交付金事業に要する経費 

（又は要した経費） 

負担区分 

推進交付金 市町村費 

円 円 円 

 

（７）事業完了（予定）年月日     

 

 令和  年  月  日  

 

 

 

 

 

 

 



３ 収支予算（変更予算、精算） 

 （注）変更収支予算の場合は、変更前を上段に括弧書し、変更後金額を下段に記載すること。 

 

  ア 収入の部 

区    分 
本年度予算額 

(本年度精算額) 

前年度予算額 

(本年度予算額) 

比較増減額 
備  考 

増 減 

 

推 進 交 付 金  

 

市 町 村 費 

 

 
円 

 

 

 

 
円 

 

 

 

 
円 

 

 

 
円 

 

 

 

 

 

 

合  計      

 

  イ 支出の部 

区     分 
本年度予算額 

(本年度精算額) 

前年度予算額 

(本年度予算額) 

比較増減額 
備  考 

増 減 

 

 

中山間地域等直接

支払推進事業費 

 

 

円 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

合  計      

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式Ｂ－２） 

中山間地域等直接支払推進交付金 

（推進組織推進事業費） 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業計画（変更事業計画、事業実績） 

 （注）変更事業計画の場合は、変更前を上段に括弧書し、変更後計画を下段に記載すること。 

（１）推進・指導等 

実施時期 内容 備考 

月   

 

（２）実施状況の確認事務（実績） 

確認時期 体制・件数等 備考 

月   

 

（３）経費の配分 

推進組織推進事業に要する経費 

（又は要した経費） 

負担区分 
備考 

国費 都道府県費 市町村費 

千円 千円 千円 千円  

  １ 備考欄には、消費税仕入控除額を減額した場合は「減額した金額○○円」を、同税額がない場

合は「該当なし」を、同税額が明らかでない場合は「含税額」をそれぞれ記入すること。 

 ２ 実績報告時に同税額が明らかにならない場合、その状況を以下に記載 

  ・消費税及び地方消費税の確定申告をしていない場合 

     申告見込み時期  令和  年  月 

  ・消費税及び地方消費税の確定申告をしているが税額が確定していない場合 

     申告時期     令和  年  月 

  ・その他の場合（状況を具体的に記載してください） 

   （                                     ） 

 

（４）事業完了（予定）年月日      令和  年  月  日  

 

 

 

 

 

 

 



３ 収支予算（変更予算、精算） 

 （注）変更収支予算の場合は、変更前を上段に括弧書し、変更後金額を下段に記載すること。 

 

  ア 収入の部 

区    分 
本年度予算額 

(本年度精算額) 

前年度予算額 

(本年度予算額) 

比較増減額 
備  考 

増 減 

 

推 進 交 付 金  

 

推 進 組 織 費 

 

 
円 

 

 

 

 
円 

 

 

 

 
円 

 

 

 
円 

 

 

 

 

 

 

合  計      

 

  イ 支出の部 

区     分 
本年度予算額 

(本年度精算額) 

前年度予算額 

(本年度予算額) 

比較増減額 
備  考 

増 減 

 

 

中山間地域等直接

支払推進事業費  

 

 

円 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

合  計      



 第２号様式 

番 号 

年 月 日 

 

    山梨県知事       殿 

 

                                             市町村長又は推進組織の長  氏   名  印 

 

 

令和  年度中山間地域等直接支払交付金等（中山間地域等直接支払推進交付金） 

交付決定前着手届 

 

 

山梨県中山間地域等直接支払交付金等交付要綱第５条第２項に基づき、下記条件を了承の上、別添

事業について交付決定前に着手したいので届け出ます。 

 

 

 

記 

 

１ 交付決定を受けるまでの期間内に、天変地異等の事由によって実施した事業に損失を生じた場

合、 

これらのあらゆる損失は、市町村又は推進組織が負担するものとする。 

 

２ 交付決定を受けた交付金が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議が 

ないこと。 

 

３ 当該事業については、着手から交付決定を受けるまでの期間内においては、計画変更はないこ

と。 



（別添） 

 

事業費 着手予定 

年月日 

完了予定 

年月日 

理由 

円 

 

 

 

 年 月 日 年 月 日  

 



第３号様式 

番   号 

年 月 日 

 

    山梨県知事       殿 

 

                                             市町村長又は推進組織の長  氏   名  印 

 

 

令和  年度中山間地域等直接支払交付金等（中山間地域等直接支払交付金、 

中山間地域等直接支払推進交付金）変更（中止・廃止）承認申請書      

 

  令和  年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった中山間地域等直接支払交付金

等については、山梨県中山間地域等直接支払交付金等交付要綱第６条の規定に基づき、次のとおり計

画を変更（中止・廃止）し［金     円の追加交付（減額承認）を受け］たいので、承認された

く申請します。 

 

 （注）金額の変更のない場合は［ ］の部分を除くこと。 

 

 

１ 変更理由 

 

２ 変更の内容 

（以下、別記様式第１号に準じて作成すること。） 

 

（注） 交付金等交付の決定に係る内容及び経費の配分並びに変更後の内容及び経費の配分を容易に比

較対照できるように作成するものとし、経費の配分及び収支予算は変更に係る部分についてのみ

変更前を括弧書きで記載すること。 



第４号様式 

番   号 

年 月 日 

 

 山梨県知事       殿 

                                              

市町村長又は推進組織の長 氏   名  印 

 

 

令和  年度中山間地域等直接支払交付金等（中山間地域等直接支払交付金、 

中山間地域等直接支払推進交付金）遂行状況報告書             

 

  令和  年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった中山間地域等直接支払交付金

等について、山梨県中山間地域等直接支払交付金等交付要綱第７条の規定に基づき、次のとおり交付

金事業及び補助事業の遂行状況を報告します。 

 

 

 

区    分 

 

 

計  画 
Ａ 

 

出 来 高 
Ｂ 

 

進 捗 度 
Ｂ／Ａ 

 

備      考 

 

 

 

１ 交付金 

 

（１）通 常 基 準 

                  

（２）特 認 基 準 

 

 

２ 推進交付金 

 

 

            円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



第５号様式 

番   号 

年 月 日 

 

 

 山梨県知事       殿 

 

                       市町村長又は推進組織の長 氏   名 印 

 

 

概  算  払  請  求  書 

 

 令和  年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった中山間地域等直接支払交付金

等（中山間地域等直接支払交付金、中山間地域等直接支払推進交付金）について、山梨県中山間地域

等直接支払交付金等交付要綱第８条の規定により概算払を請求します。 

 

 

１ 請求金額  金       円 

 

２ 内  訳 

 

交付決定額 
① 

 

既概算交付額 
② 

 

差 引 額 
①－②＝③ 

 

今回概算請求額 
④ 

 

備   考 

 

 

       円 

１ 交 付 金 

 

２ 推進交付金 

 

 

       円 

 

 

 

 

 

       円 

 

 

 

 

 

       円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計     

 

３ 概算払請求の理由 

 

 

４ 支払の方法 

 

（１）現  金  指定金融機関名         

 

（２）口座振替  振替先金融機関名         預金種別（当座・普通）         

        預 金 口 座 名         口座№        



 第６号様式 

番   号 

年 月 日 

 

 山梨県知事       殿 

 

                                              市町村長又は推進組織の長 氏   名  印 

 

 

令和  年度中山間地域等直接支払交付金等（中山間地域等直接支払交付金、 

中山間地域等直接支払推進交付金）実績報告書               

 

  令和  年  月  日付け  第   号をもって交付決定通知（及び令和  年  月  日

付け  第   号で変更通知）のあったこのことについて、次のとおり事業を実施したので、山梨

県中山間地域等直接支払交付金等交付要綱第９条の規定により、その実績を報告します。 

 

 

   （注）１ 記載事項は、第１号様式交付申請書の様式に準ずる。 

         ２ 添付書類については各事業費の根拠となる支出経費等ごとの内訳を記載した資料、帳簿

の写し又は補助金調書の写しのいずれかを添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式 

番   号 

年 月 日 

 

 山梨県知事       殿 

 

                                              市町村長又は推進組織の長 氏   名  印 

 

 

令和  年度中山間地域等直接支払交付金等（中山間地域等直接支払推進交付金） 

消費税仕入控除税額報告書               

 

  令和  年  月  日付け  第   号をもって交付決定通知（及び令和  年  月  日

付け  第   号で変更通知）のあったこのことについて、山梨県中山間地域等直接支払交付金等

交付要綱第９条第３項の規定に基づき次のとおり報告します。 

 

 

１ 山梨県補助金等交付規則第１３条の交付金の額の確定額     金       円 

 

２ 交付金の確定時に減額した消費税仕入控除税額         金       円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額 金       円 

 

４ 交付金返還相当額                      金       円 

 

（注）記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

 ・消費税確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの） 

 ・付表２「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し 

 ・３の金額の積算の内訳（人件費に通勤手当を含む場合は、その内訳を確認できる資料も併せて

提出すること） 

 ・事業実施主体が消費税法第６０条第４項に定める法人等である場合、同項に規定する特定収入

の割合を確認できる資料 

 


